
ば
管

市 内 の /Atの 施

指
定
管
理
者
制
度
と
は

従
来
、
公

の
施
設

の
管

理
運
営
を
外
部
に
委
ね
る

場
合
は
、
市

の
出
資
法
人

や
公
共
的
団
体
な
ど
に
限

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平

成

１５
年

の
地

方

自

治

法

の
改
正
に
よ
り
、
市
議
会

の
議
決
を
経

て
指
定
さ
れ

た
民
間
事
業
者
な
ど
が
、

公

の
施
設
を
管
理
運
営

で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

指
定
管
理
者
制
度
の
目
的

多
様
化
す
る
住
民

ニ
ー

ズ
に
、
よ
り
効
果
的
、
効

率
的

に
対
応
す
る
た
め
、

公

の
施
設

の
管
理
に
民
間

の
能
力
を
活
用
し

つ
つ
、

住
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を

図
る
と
と
も
に
、
経
費

の

削
減
な
ど
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も

の
で
す
。

指定管理者 となる団体

株式会社 トキワビル商会

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

山田ふれあいハ ウス

指定管理者 となる団体

社会福祉法人

嘉麻市社会福祉協議会

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

山 田 い こい の 家「 白雲 荘 」

指定管理者 となる団体

株式会社 トキワビル商会

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

稲 築 老 人 憩 の 家

指定管理者 となる団体

株式会社 トキワビル商会

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

ふるさと交流館なつきの湯

指定管理者 となる団体

株式会社 トキワビル商会

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

稲 築 社 会 福 祉 セ ンタ ー

指定管理者 となる団体

株式会社 トキワビル商会

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

嘉 穂 老 人 福 祉 セ ンタ ー

議会だより かまし(43号 )



業
務
委
託
と
の
違

い
は

業
務
委
託
と
は
業
務

の

一
部
だ
け
を
業
者

に
受

託

す

る

の
に
対
し
、
指
定
管

理
者

は
施
設

の
管

理
に
関

す

る
権
限
全
般
を
受

託
し

て
管
理
を
行
う
。

市

は
管
理
権
限

の
行
使

は
行
わ
ず
、
施
設

の
設
置

者

と
し
て
の
責
任
を
果
た

す
立
場

か
ら
必
要

に
応

じ

て
指
示
な
ど
を
行
う
。

公
の
施
設
と
は

市
が
住
民

の
福
祉
を
増

進
す
る
た
め
に
設
置

し
た

施

設

の
こ
と

で
、

ス
ポ

ー

ツ
施
設
、
文
化
施
設
、
社

会
福
祉
施

設
、
都
市

公
園

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

公
の
施
設
の
管
理
と
は

施
設

の
設
置
目
的

に
沿

っ
て
行
わ
れ
る
施
設
全
般

に
わ
た
る
管

理

で
、
施
設

の
運
営
、
清
掃
、
修
繕
な

ど
を
指
定
管

理
者

が
直
接

行
う

か
、
指
定
管

理
者
が

他

の
業
者

に
委
託
し
ま
す
。

馬見出キ ャンプ村

指定管理者 となる団体

株式会社プチライフ

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

物産館 うすい (道 の駅うすい )

指定管理者 となる団体

株式会社 うすい

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

古処山キ ャンプ村

指定管理者 となる団体

株式会社プチライフ

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

手 づ く りふ る さ と村

指定管理者 となる団体

嘉麻市山田活性化

セ ンター運営委員会

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

嘉 麻 斎 場

新 規

指定管理者 となる団体

株式会社九州互助センター

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 34年 3月 31日

カ ッホ ー 馬 古 屏

指定管理者 となる団体

農事組合法人

カ ッホー馬古屏

指定管理期間

平成 29年 4月 1日

～平成 32年 3月 31日

適

正
な
管
理
は

①

指

定

管

理
者

が

行

う

業

務

の
範

囲
や

基

準

に

つ
い
て

は
条

例

で

定
め
る
。

②

利

用
料

金

に

つ
い
て

は
、
条
例

で
定
め
る
範

囲
内

で
指

定

管

理
者

が
決
め
、
市
長
が
承
認

す
る
。

③

地
方

自

治

法

で
利

用

者

に

不
平
等

な

取
扱

い
を

す

る

こ
と

は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
」遅

反
し
た
場
合

に
は
、
指

定

を

取

り
消

す

こ
と

が

で
き
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
民
間

事
業
者
が
管

理
し
ま
す
が
、

最
終
的
な
責
任
は
市
が
負

い
ま
す
。
ま
た
、
基
本
的

な

こ
と
は
市
が
決
定
す

る

の
で
、
適

正
な
管

理
は
確

保
さ
れ
ま
す
。

新 規新 規
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